
大野市告示第２３９号  

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６

７条の５第１項及び第１６７条の１１第２項の規定に基づき、令和３年度から令和

５年度までの間に大野市が発注する物品の製造の請負、買入れ又は借入れ、役務の

提供その他の契約（建設工事の請負又は建設工事に係る測量、調査、設計等の業務

に係る契約を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」と

いう。）に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請の時期、方法等につい

て次のとおり定める。  

 

         令和５年１０月２日  

 

                     大野市長  石山志保  

 

 （入札参加資格審査を受けることができない者）  

第１条  次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格審査を受けることがで

きない。  

 (1) 物品等競争入札参加資格審査申請書（様式第１号。以下「申請書」という。

）又は次条各号に掲げる書類に虚偽の事項を記載した者  

 (2) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合においてこれを得ていない者  

 (3) 納期限の到来している国税又は市町村税を滞納している者  

 (4) 申請書提出日の属する年の前年及び前々年に営業の実績がない者  

 （申請書の提出）  

第２条  競争入札の資格審査を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添

えて、令和５年１０月１６日から令和５年１２月１５日まで（大野市の休日を定

める条例（平成元年条例第５５号）に規定する市の休日（以下「市の休日」とい

う。）を除く。）の間に、行政経営部総務課契約管理室へ提出するものとする。  

 (1) 誓約書（様式第２号）  

 (2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める財務諸表  

  ア  法人の場合  申請日における直前決算１期分の貸借対照表及び損益計算書

の写し  



  イ  個人の場合  申請日における直前１年分の所得税青色申告決算書又は所得

税確定申告書（収支内訳書を含む。）の写し  

 (3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、個人にあっては施行令第１６７

条の４第１項に規定する者でないことを証する書面  

 (4) 国税通則法（昭和３７年法律第６６号）第１２３条第１項の規定により交付

される国税の納税証明書  

 (5) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の１０の規定により交付さ

れる大野市税の納税証明書  

 (6) 許可、認可等を必要とする営業にあっては、これを得たことを証する書類の

写し   

 (7) 代理店又は特約店であるときは、これを証する書類  

 (8) 法人が支店、営業所等の長に競争入札参加者としての権限を委任する場合に

は、その委任状（様式第３号）  

 (9) 印刷の業種で登録を希望する者にあっては、印刷業者業務調書 (様式第４号 ) 

 (10)前各号に掲げるもののほか、資格審査に必要な書類  

(11)ＩＳＯ（国際標準化機構）規格を取得している者は、これを証する書類の写

し  

(12)協同組合等の組合に申請している者は、組合員名簿、定款等の書類の写し  

(13)業者カード及び、それを記録した電子媒体  

２  前項の規定にかかわらず、新規に競争入札の参加資格審査を受けようとする者

は、次の表の期間（大野市の休日を定める条例（平成元年条例第５５号）に規定

する市の休日（以下「市の休日」という。）を除く。）において申請を行うこと

ができる。  

期間  

令和６年８月１日～８月３１日  

令和７年２月１日～２月２８日  

令和７年８月１日～８月３１日  

令和８年２月１日～２月２８日  

令和８年８月１日～８月３１日  

 （資格審査及び資格者名簿への登載）  

第３条  前条の規定により申請のあった者については、経営規模、経営状況等を総

合的に審査し、当該審査の結果、有資格者については、大野市競争入札参加資格



者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載するものとする。  

 （入札参加資格の有効期間）  

第４条  有資格者の入札参加資格の有効期間は、資格者名簿に登載された日から令

和９年３月３１日までとする。  

 （申請書の変更届）  

第５条  第２条の規定により申請した者は、申請後において提出した申請書類の内

容に変更を生じた場合は、その都度、遅滞なく変更届（様式第５号）を提出しな

ければならない。  

 （資格の取消し等）  

第６条  有資格者が、第１条各号のいずれかに該当するに至った場合又は前条に規

定する変更届を提出しない場合は、当該資格を取り消し、又は相当の期間停止す

る。  

 （その他）  

第７条  この告示に定めるもののほか、競争入札参加資格に関し必要な事項は、市

長が別に定める。  

 


